
第９期伊勢原市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画案のパブリックコメントへの
意見と対応方針について

▼意見募集期間

令和５年１２月２０日（水）～令和６年１月１９日（金）

▼周知方法

広報いせはら１２月１５日号、くらし安心メール、市ホームページ

▼閲覧場所

介護高齢課窓口、市役所１階ロビー、各公民館、図書館、市民活動サポートセンター、市ホームページ

▼提出意見数

４件 （２名）

▼計画（案）への意見と対応方針について（別紙のとおり）

〔対応区分〕

Ａ：ご意見を踏まえ、計画案に反映するもの （０件）

Ｂ：ご意見の趣旨が既に計画案に反映されているもの （０件）

Ｃ：今後、施策や事業の参考とするもの （１件）

Ｄ：ご意見として承ったもの （３件）



第９期伊勢原市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）への意見と対応方針について

No. 該当項目 意見・提案等の内容（要旨） 区分 対応方針

1 第３部
介護保険事業計
画
基本目標③
介護保険制度の
安定的な運営
基本施策Ⅴ
介護保険サービ
スの安定的な供
給
９７P～１０５P

伊勢原市内の介護支援専門員の数が減少していると
いう問題があります。在宅介護支援を求める方は約2500
人ほどいると推測され、今後人材不足が懸念されます。
ICTを導入して効率化を図ることも一つの手段ですが、そ
れには職員がそれに慣れる必要があります。また、各事業
所に任せるだけでは限界があります。待遇改善によって人
材を確保する方向に転換することも必要です。
さらに、書類作成に時間を費やし、利用者・家族との関わ
りが減少しているという指摘もあります。利用者・家族との
関わりを増やすことが、介護支援の質を向上させる一助に
なるでしょう。
ICTの導入を進めるためには、市から事業所への支援や
啓発活動が必要です。成功事例を共有し、他の事業所に
も導入を促すことが重要です。

C 今後も少子高齢化の進展が見込まれる中で、介護人材の確
保及び介護職の処遇改善については重要な課題であると認識
しております。ご意見にありました介護支援専門員の処遇改善
については、国が介護報酬改定の中で制度設計を行うものと
なっておりますので、国の動向を注視してまいります。
また、文書負担軽減、ICT化については、介護現場の業務負
担軽減を図るうえで重要な取り組みと認識しており、いただいた
ご意見も参考にしながら、普及・促進を図ってまいります。



第９期伊勢原市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）への意見と対応方針について

No. 該当項目 意見・提案等の内容（要旨） 区分 対応方針

２ その他（市の施策に
対する意見等）

末期癌患者の介護保険申請については、主治医意見書に
「末期癌」と記載された場合は、無条件で要介護2の認定を行
うべきです。末期癌患者の状態が急変する可能性があるため、
迅速な対応が求められます。介護用ベッドの導入など、必要な
支援を早急に行うことが重要です。
更新後の審査会や申請手続きに関しては30日以内に審査会
を行い、結果を通知することが大切です。審査会の遅延が発生
した場合は、状況を考慮した再調査を行うことが必要です。

D 介護認定における介護度は被保険者の病状により決定
するものではなく、訪問調査により算出された「介護の手
間」を数値化した時間と主治医意見書や訪問調査時の記
録を基に介護認定審査会の委員の合議により決定します。
国の通知では癌末期の被保険者について迅速な認定の実
施の記載はありますが、介護度についての記載はなく、一律
「要介護２」と認定を行うことはできませんが、迅速な対応
に努めてまいります。

３ その他（市の施策に
対する意見等）

ケアプランの長期目標や短期目標、利用状況報告書の作成
頻度については、柔軟な対応が求められます。利用者の状況に
合わせて柔軟に対応し、効率的な運用を目指すことが重要です。

D ケアプラン作成等に係る居宅介護支援の具体的な取り
扱いについては、遵守しなければならない必要最低限の基
準が法令や関連通知により定められております。また、伊勢
原市では当該基準に加えて利用者の自立支援・重度化防
止に資するケアプランの考え方や書き方に関するマニュア
ルを作成し、推奨しております。マニュアルを参考に利用者
の心身の状況等に応じて適切な運用を行っていただきたい
と考えております。

４ その他（市の施策に
対する意見等）

市内で訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回
随時対応型訪問介護の事業を行い、土日祭日２４時間働いて
いる事業所です。今は日本の３０人に１人の割合で精神障害の
方、６５歳以上の５人に１人が認知症、高齢者の５人に１人がひ
とり暮らしとなっており、私たちが関わる利用者の方も周りに成
年後見人が市長申し立てですぐ必要な件がたくさんあります。と
ころが収得まで６か月かかると言われ待ち続けています。

Ｄ 成年後見制度に係る市長申し立てについては、親族を確
認するための戸籍の調査や、裁判所が判断するために必要
な書類の作成が必要であり、準備に一定の期間が必要と
なりますが、必要性や緊急性等を考慮し、迅速な対応に努
めてまいります。


